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人間ドック助成の申込みについて
～受診日の２週間前までに申込みをしてください～

　共済組合では、組合員や被扶養配偶者が人間ドックを受診する際に費用

の一部を助成しています。

　この助成を受ける場合には共済組合に「人間ドック申込書」を提出する

必要があります。

　「人間ドック申込書」は必ず受診日の２週間前までに提出してください。

共済組合の承認を受けずに人間ドックを受診した場合は費用を全額自己負

担することになります。

　組合員及び被扶養者がインフルエンザ予防のための予防接種を行った場合に、その費用の一部を助成する

「インフルエンザ予防接種助成」を次のとおり実施します。

助 成 対 象 組合員・被扶養者が令和元年10月１日から令和２年１月31日までの間に受けたインフル
エンザ予防接種に対し助成します。

助 成 金 額
１人当たり1,000円（年度内１回のみ）

※ 地方公共団体又は所属所でインフルエンザ予防接種助成制度がある場合は、その助成分
を控除した自己負担額が1,000円以上の場合に助成対象となります。

申 請 方 法

●組合員
　申請方法は所属所ごとに異なりますので、各所属所の共済組合事務担当者様にご確認く
ださい。

●被扶養者
　「インフルエンザ予防接種助成金申請書（組合員送金用）」に領収書の原本（予防接種名・
接種者氏名・接種日・金額・領収印等の表示があるもの）を添付し、所属所を経由して申
請してください。

申 請 期 間 令和元年10月１日から令和２年２月28日（本組合必着）
※　申請期間を過ぎた場合、助成対象となりません。

インフルエンザ予防接種助成を実施します！

人間ドック利用助成申込手続き

人間ドック指定
医療機関に予約

共済組合に人間ドック
申込書を提出
※受診日の２週間前まで

共済組合から送付される
「承認通知書」と保険証を
持参して人間ドックを受診
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